
経緯：日本義肢協会による「既製品装具の基準価格の設定等について（暫定版）R04.09.20」案内により 
既製品リスト収載品（指定 47 品目）、リスト収載外の既製品で基準価格の扱い、帳票への印字内容を変更する必要が発生。 
それに伴い、O2Lite 商品エントリにおいて「既製品リスト収載品」「既製品リスト収載外品」の指定を行うよう仕様を調整する。 
本件について下記資料「４．既製品リストに収載されていない既製品装具の基準価格について」への対応を想定 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

（１）既製品装具の基準価格の設定方法について 
１．基準価格の設定方法 
① A 算定式＝技術料＋製品価格 
・技術料 ：オーダーメイドで製作された場合における採寸・採型の基本価格（※１）の 0.52 倍の額 
（※１）「補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準」の別表１の購入基準中の「ウ基本価格」 
・製品価格：仕入価格の 1.3 倍の額 
 
② B 算定式＝仕入価格×2 倍 
 
③ 基準価格について 
A 算定式と B 算定式を比較し、低い額を基準価格とする（ただし、下限を 5,000 円とする）。 
なお、基準価格は 10 円単位で丸めることとする（四捨五入）。 
 
２．消費税相当分の取扱い 
療養費として支給する額＝基準価格×100 分の 106 に相当する額（円未満切り捨て）を基準として算定する。 
 
３．既製品リストに収載された既製品装具 47 品目の基準価格について 
上記１の基準価格の設定方法により算定された 47 品目の基準価格は令和 4 年 3 月 17 日付保発 0317 第 1 号により公表済。 
なお、この際の仕入価格については令和 2 年 10 月の日本義肢協会の調査結果が使用されている。（今後は厚生労働省が実施する） 
 
４．既製品リストに収載されていない既製品装具の基準価格について（令和４年 9 月 15 日付療養費検討専門委員会で決定） 
既製品リストに収載された既製品装具と同様に、上記１の基準価格の設定方法により算定された金額を基準価格とする。 
ただし、この際の仕入価格は各社の仕入価格（税抜き）を用いる。 
また、仕入価格（税抜き）が 1,500 円未満の場合は、（ただし、下限額を 5000 円とする）は適用しない。 



①「既製品リスト収載品」「既製品リスト収載外品」の判断基準 
 
└1：既製品（選択）を既製品リスト収載品 

既製品（手入力）を既製品リスト収載外品として判断する 
 

└2：それに伴い「既製品（手入力）」ボタン名を「既製品（収載外）」へ変更する 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

変更前（現状） 変更後（案） 



②「既製品リスト収載品」について 
 

既製品（選択）入力画面にて 
既製品リスト収載の対象から選択を行っているため 
金額、採型採寸区分の選択等、内容編集を行っても 
「既製品（選択）」を維持する 
 
※現在は採型採寸区分の編集等、内容を変更すると「既製品（手入力）」

へボタンが移る仕様だが、既製品（手入力）を既製品（収載外）へと 
設定を行うため。リスト収載品を収載外へと切替ることはできない。 
  



③「既製品リスト収載外品」計算に伴う計算式追加と変更 
 

現在の基準価格の計算方法は 
「⑦が固定金額を下回る場合は固定金額を基準価格」とする仕様 
これを「既製品（収載外）」入力時のみは下記計算を行う 
 
└1：既製品（収載外）入力画面下部へ 
「ただし、既製品リスト収載外の既製品装具について 
仕入価格（税抜）が 1,500 円未満の場合は基準額を⑦とする」と 
文言と基準価格項目の追加を行う。 

 
└2：既製品（収載外）入力画面において 
「①：仕入価格」が 1,500 未満の場合は、固定金額を下回っている場合で

も基準価格項目へ「⑦」を反映 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  追加、変更（案） 

４．既製品リストに収載されていない既製品装具の基準価格について

（令和４年 9 月 15 日付療養費検討専門委員会で決定） 
既製品リストに収載された既製品装具と同様に、上記１の基準価格の

設定方法により算定された金額を基準価格とする。 
ただし、この際の仕入価格は各社の仕入価格（税抜き）を用いる。 
また、仕入価格（税抜き）が 1,500 円未満の場合は、（ただし、下限

額を 5000 円とする）は適用しない。 

仕入価格が 
1,500 円未満 



③「既製品リスト収載外品」の帳票への印字について 
既製品リスト収載外の既製品装具について、領収書の欄外（備考欄）又は下部の余白等に「リスト外」と記載し、 
「Ａ算定式による金額（O2Lite における⑥）」及び採寸・採型区分、「Ｂ算定式による金額（O2Lite における②-1）」 
又は「下限額（O2Lite における②-2）」を記載する。 

  
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

（備考）リスト外 A23,816 円（A-1 採型）、B15,600 円の低い金額を適用（10 円単位で丸め、四捨五入）

仕入金額が 1,500 円以上かつ 
A と B が下限額 5,000 円を下回らない 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

（備考）リスト外 A2,470 円（D-5 採寸（軟性、骨盤帯））、B3,000 円、下限額 5,000 円 

仕入金額が 1,500 円以上かつ 
A と B が下限額 5,000 円を下回る 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

（備考）リスト外 A4,315 円（D-6 採寸）、B2,998 円の低い金額を適用（10 円単位で丸め、四捨五入） 

仕入金額が 1,500 円未満かつ 
A と B が下限額 5,000 円を下回る 


